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スイッチＯＴＣ薬に医療費控除の特例 平成 28 年税制大綱より 

 

 平成 27 年 12 月 16 日発表されました平成 28 年度の税制改正大綱に「セルフ

メディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除（医療費控

除の特例）の創設」という項目が盛り込まれました。 

主だった改正について以下のようなものが発表されています。 

 

１、制度の概要 

一定のスイッチＯＴＣ医薬品を、平成２９年１月１日から平成３３年１２

月３１日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族

のために購入した場合、その年中に支払ったその対価の額の合計額が１万

２０００円を超えるときは、その超える部分について所得から控除する。 

（従来の医療費控除は１０万円又は所得の 5％のいずれか少ない金額を超

える部分）というものです。 

 

２、スイッチＯＴＣ医薬品 

  ＯＴＣ医薬品とは、薬局やドラッグストアーで販売されている医薬品のこ

とで、そのうちスイッチＯＴＣ医薬品は、従来は医師の処方箋が必要だっ

たものが一般用医薬品・要指導医薬品として薬局にて購入できるようにな

ったものを言います。控除の対象となる一定のスイッチＯＴＣ医薬品は今

後政令で明らかになるとおもわれます。 

 

３、所得控除限度額 

年間８万８千円が限度となります。したがって購入費用の限度は１０万円

となります 

 

４、適用対象者 

健康の維持増進と疾病の予防への取組として次のような取組を行っている

個人が対象となります 

①特定健康診査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康診査 ⑤がん検診 

 

５、現行の医療費控除との関係 

「スイッチＯＴＣ薬控除」の適用をうける場合には「現行の医療費控除」

適用を受けることができないので注意が必要です 

 

 


